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潮芦屋センターゾーンⅠ期北ブロック用地事業提案競技募集要項 

 潮芦屋の中心部に位置するセンターゾーンⅠ期北ブロック用地について、令和６年

12月に事業用定期借地期間が満了するため、当用地の分譲に向け、事業提案競技方式

により事業者を選定する。 

 

１ 趣旨 

潮芦屋は、「海に親しむまち」を目指し、民間型マリーナを核とし、ウオーターフロ

ントを活かした住宅、商業、文化、海洋型レクレーション等の機能や景観への配慮を

基本とした土地利用計画のもと、県、市、民間事業者が連携する、「生活者の視点に立

った多世代循環型の交流とにぎわいのあるまちづくり」を理念としている。 

今回の分譲に当たり、「県有地（潮芦屋）の土地利用に関するサウンディング型市場

調査」を実施したところ、海と近隣施設との調和、まち並みの形成、緑豊かな空間の

保全など、これまで培ってきたまちの魅力を今後も最大限活かすべきとの趣旨の意見

が多く寄せられた。 

また、地区内居住者、県、市で構成する「南芦屋浜地区まちづくり懇話会」で共有

されたまちの将来像では、災害時を含め安全安心に暮らすことができ、地域コミュニ

ティの活性化が図られ、生活利便施設の充実により、子育て世帯や高齢者など誰もが

安心して快適に住み続けられるまちを目指すこととしている。 

これらを踏まえ、潮芦屋プランの実現に寄与する交流・にぎわいの創出に向け、将

来にわたり、まちの魅力やブランド力が向上する特色ある空間づくりに加え、地域貢

献、地域ニーズに応える優れた提案を広く募集するものである。 

 

２ 事業提案競技の概要 

（１）名 称 

   潮芦屋センターゾーンⅠ期北ブロック用地事業提案競技 

（２）主催者 

  兵庫県企業庁（以下「県」という。） 

（３）事務局 

兵庫県企業庁企業誘致課（兵庫県庁１号館３階） 

  〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

  TEL：078-341-7711（内線）5492 FAX：078-362-4272 

  E-mail：kigyoyuchi@pref.hyogo.lg.jp 

 

３ 用語の定義 

（１）提案事業者 

   本募集要項の記載内容を承諾し、提案書類を提出した者とする。 

（２）事業予定者 

   提案事業者のうち、本事業提案競技の審査結果を踏まえ、県が事業者として決

mailto:kigyoyuchi@pref.hyogo.lg.jp
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定した者とする。 

（３）事業実施者 

   事業予定者のうち、県と土地等譲渡契約を締結した者とする。 

（４）共同事業体 

   複数の企業等が「共同事業体に関する協定書」を締結して、共同で事業を行う

事業体とする。 

 

４ 分譲対象物件 

（１）対象地 

区画 所在地 地目 面積 

Ａ  
芦屋市海洋町 2-18の一部 雑種地 

 約 6,600㎡ 
芦屋市海洋町 4-18の一部 雑種地 

Ｂ  
芦屋市海洋町 2-18の一部 雑種地 

 約 1,400㎡ 
芦屋市海洋町 4-18の一部 雑種地 

 ※記載している所在地及び面積は、分筆登記前のものであり、正式には分筆登記

完了後に確定する。（令和 6年 11月分筆登記完了後、面積確定予定） 

※別添資料１ 位置図(P18)、資料２ 地積測量図・公図(P19)、 

資料３ 航空写真（P21）を参照。 

（２）構造物 

区画 構造物 数量 

Ａ  

温泉設備 

井戸ピット 1箇所 

ケーシング管 250A-SGP(内径：254.2mm) 

ケーシング管 200A-STPG(内径：199.9mm)  平成 16 年 

ケーシング管 150A-STPG(内径：151.0mm)   設置 

ケーシング管 100A-STPG(内径：102.3mm) 

(内径：102.3mmの内ストレーナー加工部分 261.60m) 

50.00m 

500.00m 

500.00m 

565.00m 

足湯施設 浴槽、四阿
あずまや

、機器収納庫、ガス給湯器、熱交換器等 1式 

緑のモール 樹木、野芝、縁石等 1式 

Ｂ 緑のモール 
樹木、縁石、野面石積、自然石ベンチ、自然石スツール

等 
1式 

  ※構造物（温泉設備、足湯施設、緑のモール）については、事務局にて整備図面

を公開しており、必要な場合は事務局に連絡のうえ閲覧すること。 

（３）主な法的規制 

 ① 用途地域等 

・用途地域：近隣商業地域 

・高度地区の種類：第４種高度地区 

・建ぺい率：80％、容積率 200％ 
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 ② 地区計画 

・南芦屋浜地区地区計画 

・地区整備計画（センター地区） 

 ③ 景観 

・芦屋景観地区、景観計画重点地区（南芦屋浜地区） 

・南芦屋浜景観形成地区（センター地区） 

・芦屋景観地区景観形成ガイドライン 

     （上記による建築物の形態・意匠、色彩、緑化に関する規制に特に留意する必

要がある。） 

（景観認定に際し、芦屋市景観アドバイザー会議に付議する必要がある。） 

  ④ 屋外広告物等 

・芦屋市屋外広告物条例 

・芦屋市屋外広告物ガイドライン 

   （上記による色彩、面積、個数に関する規制に特に留意を要する。） 

  ⑤ その他 

・芦屋市住みよいまちづくり条例 

・芦屋市無電柱化推進条例 

・海岸法 

・温泉法 

（４）提案内容 

   提案内容の項目は次のとおりとし、具体的な事業計画を示すこと。 

  ① 全体計画 

② 施設整備計画 

③ 施設運営計画 

④ 資金計画 

⑤ 全体スケジュール   

⑥ 譲受申出価格 

 

５ 全体の条件及びスケジュール 

（１）土地等譲渡条件 

  ① 最低譲渡価格 

    最低譲渡価格は下表のとおりとする。    

区画 面積 最低譲渡価格 

Ａ 約 6,600 ㎡ 964,000,000円 

Ｂ 約 1,400 ㎡ 196,000,000円 

   ※面積は分筆登記完了後に確定するが、面積の変更による譲渡価格の変更は行

わない。 

    ② 各区画の事業機能 

  【Ａ区画】 

ア 商業施設（地域貢献、交流機能を有する賑わい創出事業） 
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イ 温泉事業の実施（潮芦屋げんき足湯の無料開放、近隣施設への配湯）  

※温泉は自然物であり、温泉が枯渇した場合は、この限りではない。 

【Ｂ区画】 

ア コンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。） 

   ・コンビニとは、飲食物や生活用品、雑誌等の販売を行うほか、コピー、公共

料金の払込、銀行 ATM、宅配引受などの生活利便機能を提供する 24時間営業

の店舗とする。 

   イ 地域貢献、交流機能を有する賑わい創出事業 

・複合サービス事業も可能とする。 

  ③ 所有権移転等の禁止 

 事業実施者は、土地等譲渡契約締結日から起算して最低 10 年間は、提案内

容に基づく使用使途に供することとし、県の承認なしに、他目的での利用及

び第三者への転売・転貸等を禁じる。当該期間の経過後も使用用途に則した

利用に努めること。 

  ④ 費用等 

    土地等譲渡契約にかかる印紙税、土地の所有権移転登記等に要する費用及び

土地に係る公租公課等は事業実施者の負担とする。 

⑤ 契約不適合責任 

    県は、土地及び構造物（以下「土地等」という。）を現状有姿のまま引き渡す

こととし、事業実施者は本件土地等の引き渡し後、土地等の品質に問題があ

ることを発見しても、譲渡代金の減額、修補請求、損害賠償の請求または土

地等譲渡契約締結の解除をすることができないものとする。 

    県は、土地等の引き渡し後、地盤の変動またはこの変動に起因する建物その

他の施設の損傷等について、その責を負わないものとする。 

⑥ 地元との調整 

事業の推進にあたっては、事業実施者は、継続的に意見交換する場を持つな

ど、自らの責任と負担において地元及び関係機関との調整を適切に行うこと。 

⑦ 緑のモール（※）の維持管理 

    緑のモールは、事業実施者において、下記基準により歩道と一体的に利用す

る緑地を主体とした散策路等として維持管理を行うものとする。なお、合併・

売却等（一般承継・特定承継その他承継の事由・原因を問わず、一切の施設

の所有権移転事由を含む。）により土地の所有権を第三者に移転する場合に

は、前述の内容を書面において承継すること。 

（※）緑のモール 

 敷地の市道陽光海陽線に面する部分（幅員約 10ｍ）は、南芦屋浜地区地区計画の地区整備

計画に「別図（位置図）」（参考資料４）のとおり地区施設「緑のモール」として位置付けると

ともに、別途維持管理に関する基準が定められる予定である。 

⑧ 廃棄物運搬用パイプラインの承継 

    敷地内には芦屋市の廃棄物運搬用パイプライン施設が埋設されているため、 
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事業実施者は令和６年３月 14日付けで芦屋市と兵庫県企業庁が締結した「廃 

棄物運搬用パイプライン施設に関する協定」を承継し、協定に定めるパイプ

ライン協定施設用地について、芦屋市と使用賃借契約を締結すること。 

なお、当該パイプライン施設は令和６年度中に廃止するため、モルタル充填

が予定されている。実施後は協定に従い市の所有権が放棄され、対象地の土

地所有者が無償で取得する。その際、上記協定の効力は消滅し、使用貸借契約

をしている場合はその契約も終了する。 

⑨ 温泉事業の実施《Ａ区画》 

・事業実施者は、事業実施に応じて必要な諸手続（源泉台帳登録者の変更、温

泉採取許可の申請、温泉利用許可の申請等）（P6（※参考））を行い温泉法、

その他関係法令を遵守すること。 

・温泉設備は、設置後 20 年を経過しているため、事業実施者の責任と負担に

おいて、ケーシング管の状態確認を行い必要な対策を講じたうえ、令和７年

６月を目処に温泉事業を開始すること。なお、第三者への業務委託による事

業実施も可能とする。 

 ・事業実施者は、源泉を管理し、地域住民の憩い・交流の場となるよう、潮芦

屋げんき足湯（阪神・淡路大震災復興 10 周年事業として兵庫県企業庁が整

備）の無料開放及び近隣施設（ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ芦屋ｽｲｰﾄ、潮芦屋温泉ＳＰＡ水春）

への配湯を行うこと。 

※揚湯量の上限：270ℓ/分 

内訳：ア 足湯 50ℓ/分、イ ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ芦屋ｽｲｰﾄ 70ℓ/分、 

ウ ＳＰＡ水春 150ℓ/分 

    ※参考 現在の潮芦屋げんき足湯営業内容 

     営業時間：10:00～16:00 

     休 業 日：無休 (年末年始休、点検等での休み有り) 

・事業実施者は、源泉より汲み上げた温泉水をｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ芦屋ｽｲｰﾄへ配湯でき

るよう、自らの責任と負担において供給先と協議を行い、必要な設備を整備

することなどにより、レジオネラ属菌を含め兵庫県公衆浴場規則に適合する

温泉水を供給すること。 

・事業実施者は、泉源より汲み上げた温泉水をＳＰＡ水春へ配湯できるよう、

ＳＰＡ水春が設置した配湯管を利用し、必要な整備や利用方法等について、

自らの責任と負担において供給先と協議を行うこと。 

・潮芦屋げんき足湯で使用された温泉水を雨水管に排水する際は、「水質検査

項目一覧表」（参考資料３）の検査頻度及び試験項目に基づく水質検査を実

施し、芦屋市公共下水道管理者へ提出すること。 

 なお、実施にあたっては、芦屋市公共下水道管理者と協議のうえ、その指示

に従うこと。 
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（※参考） 

冊子「温泉掘削・増掘・動力装置の許可申請をお考えの方に」（兵庫県保健医療部薬務課） 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/onsen.html） 

兵庫県温泉保護対策要綱（兵庫県保健医療部薬務課） 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/hw15_000000009.html） 

兵庫県公衆浴場規則 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/kisoku.pdf） 

厚生労働省「レジオネラ対策」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html） 

⑩ その他 

   ・土地等譲渡契約締結後、事業実施者の責めに帰すことができない理由により、

事業実施が不可能となった場合は、契約を解除することができるものとする。 

   ・現存する施設を活かした提案も可能とするが、施設を利用できることを証明

する書類を提出すること。なお、施設所有者との交渉は提案事業者の責任と

負担において適切に行うこと。 

   ・Ａ区画とＢ区画の両方に応募する場合も各区画単独で成立する提案とするこ

ととし、一体利用提案は不可とする。 

（２）開発条件・注意事項 

① 基本事項 

   ・各種法令に基づく届出等については、事業実施者の責任と負担で適切に行う

こと。 

・事業予定者決定後、提案時の施設設備・運営計画に沿って事業実施計画を提 

出することとし、県に承認された後は、やむを得ない場合を除き、その計画

の変更は認めない。 

   ・施設整備その他必要な工事等については、事業実施者の責任と負担で適切に

行うこと。 

・事業実施にあたり、周辺事業者・地域住民等への計画・工事説明及び周辺の

環境対策、地元調整等については事業実施者の責任と負担で適切に行うこと。 

   ・その他必要な事項については、県や関係機関の指示に従うこと。 

② 施設等整備計画 

・現足湯施設（浴槽、四阿等）、現コンビニ施設及び現スポーツクラブ施設の地

番と建築申請敷地は一致していない。 

・車両進入口の位置、幅員等については、事業実施者の責任と負担で芦屋市道

路管理者と協議のうえ、位置を交差点から離す、幅員を必要最小限にするな

ど、適切に設置すること。 

・Ｂ区画事業実施者がＡ区画の進入路の使用を希望する場合、Ａ区画事業実施

者はＢ区画事業実施者からの申入れ協議に応じること。 

   ・駐車場、駐輪場等は必要台数を敷地内で確保し、路上駐車及び、交通渋滞等

で周辺施設や住民に迷惑のかかることのないようにすること。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/onsen.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/hw15_000000009.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/kisoku.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
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・ユニバーサルデザインに配慮し、だれもが使いやすい施設とすること。 

・建築物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更（単なる区画の分割

も含む）を行う場合で、開発区域の面積が 500㎡以上のものは、宅地開発事

前協議届を提出し、芦屋市と協議を行った上で、協定書を締結する必要があ

る。なお、協定締結には、周辺住民へ説明・協議を行い、芦屋市へ報告書を

提出する必要がある。 

・また、建築物の建築に際しては、確認申請等を行う前に、特定建築物事前協

議届又は建築物建築届を提出し、芦屋市と協議を行った上で、特定建築物事

前協議届においては協定書の締結、建築物建築届においては適合通知書を交

付された後に、確認申請等を行うこと。なお、特定建築物事前協議届の締結

には、周辺住民への説明・協議を行い、芦屋市へ報告書を提出する必要があ

る。 

・なお、開発区域とは、宅地開発を行う区域及び特定建築物の敷地をいい、こ

の場合において、同一事業主（宅地開発を引き継いだものを含む）が隣接す

る敷地で宅地開発を行うとき及び複数の事業主が共同で宅地開発を行うと

きは、全体を一の開発区域と見なす。 

・同一建築主（建築を引き継いだものを含む）が隣接する敷地で建築物の建築

を行うとき及び複数の建築主が共同で建築物の建築を行うときは、建築計画

全体を一の開発区区域を対象とする。 

  ③ 環境・景観形成 

・芦屋景観地区における景観形成ガイドライン（芦屋市）、南芦屋浜景観形成

地区における景観形成方針・景観形成整備計画（芦屋市）、景観法及び景観条

例に基づく手続きの手引き（芦屋市）、芦屋市屋外広告物ガイドライン（芦屋

市）に従い、建物やランドスケープの配置・形状・デザイン・色彩、広告物

等については、六甲山系への眺望や海からの見え方に配慮したシルエットと

し、単に数値基準を満たすことだけではなく、隣接する敷地や周辺環境との

調和や連続性に十分配慮した魅力的な景観の創造に努めること。 

・歩道と一体的に利用できる「緑のモール」を意識した計画とし、既存の状況

の継承のみにとらわれることなく、より質の高い緑豊かな歩行者空間を伴っ

た良好なまち並みの形成に努めること。 

・事業の全体計画について、敷地の立地条件や周辺環境の特徴に基づいた景観

への配慮方針に関して芦屋市景観協議（景観アドバイザー会議）を行うこと。 

   ・環境悪化を招かないよう交通等の対策を十分講じること。 

   ・非常時の対応その他安全対策に十分留意すること。 

   ・電波障害が生じないようにすること。 

  ④ 地盤の概要等 

・潮芦屋地区は、平成８年度に竣功した埋立地であり、淡路島や家島産の山土

を用いて埋め立て、所定の地盤高に仕上げている。 

・造成地は上位から、埋立層、沖積層、洪積層からなり、その沈下はそれぞれ
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の層で生じると考えられる。この中で特に脆弱とされる沖積層は圧密沈下促

進工法による地盤改良工事を実施している。 

・参考として本募集要項末尾に近隣のボーリング調査結果(P19,20)を添付して

いる。地盤等の調査が必要な場合は、事業実施者の責任と負担で適切に行う

こと。 

・対象地は、平成 25年 12月 24日に兵庫県が公表した、「南海トラフ巨大地震

津波浸水想定図（阪神・淡路地域）の作成」における浸水域には該当しない

（潮芦屋ビーチを除く）。 

・平成 24 年 12 月に国が公開した南海トラフ巨大地震（マグニチュード 9.0）

の地震動モデル[内閣府（防災担当）提供]を用いて液状化検討を行った結果、

潮芦屋地区では震度５強の揺れが想定され、液状化が発生する可能性がある

との結果が得られている。 

・令和元年８月に兵庫県が平成 27 年改正の水防法に基づき公表した「想定し

得る最大規模の高潮による浸水想定区域図※」（500 年から 4,000年に一度の

規模）によると、対象地の浸水が想定されている。 

※ 設計条件を大きく上回る高潮による浸水の危険性について、県民の避難行動に 

資することを目的として作成されたもの。 

⑤ 土壌の概要等 

 ・南芦屋浜地区内の海洋町 2 番 10 号において、土壌汚染対策法における形質

変更時要届出区域（対象となる特定有害物質：ふっ素及びその化合物）の指

定がされている（平成 27年 10 月 23 日 告示 872 号）。 

・県は、土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）に規定する土壌汚染状況調

査その他地中の埋設物及び障害物に関する調査を実施していないため、これ

らの調査ならびに措置を行う場合は、事業実施者の責任と負担で適切に行う

こと。 

⑥ 供給処理施設等 

・ガス、上水道、下水道、電気及び電話等の供給処理施設等については、事業

実施者が各供給事業者等と協議のうえ、自らの責任と負担で適切に整備する

こと（対象地外での工事が必要な場合を含む）。 

・水道配水管等の整備計画は、芦屋市と協議のうえ決定し、事業実施者の責任

と負担で適切に整備すること。ただし、水道配水管等工事において、口径 75mm

以上の布設は芦屋市が工事を実施するため、芦屋市に工事依頼すること。 

・テレビは、ケーブルテレビを原則とする。 

  ⑦ 護岸敷 

   ・対象地に隣接する護岸敷（海洋町 8-1）は将来、民間事業者へ譲渡する予定

だが、それまでの間は、県との賃貸借契約を締結すれば利用することができ

る。 

⑧ その他 

・関係法令を遵守すること。 
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・市の定める法的規制に関しては、下表の問い合わせ先へ照会すること。 

  ・周辺環境に十分配慮すること。 

   ・将来、周辺の土地利用が変更されることがある。 

【主な問い合わせ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）スケジュール 

① 募集要項の公開       令和６年７月 19日(金)  

② 質疑の受付          令和６年７月 26日(金) ～ ８月２日(金) 

③ 質疑への回答        令和６年８月 16日(金)まで  

④ 応募登録          令和６年８月 26日(月) ～ ８月 30日(金) 

⑤ 提案書類等の受付      令和６年 10月４日(金) ～ 10月 11日(金) 

⑥ 提案審査（書面審査）     令和６年 10月下旬 

⑦ 事業予定者の決定      令和６年 11月上旬 

  （審査結果の通知・公表） 

 ⑧ 事業実施計画の承認      令和６年 11月下旬 

⑨ 土地等譲渡契約        令和６年 12月上旬 

⑩ 土地等の引き渡し      令和７年３月以降 

区     分 照  会  先 電  話 

兵 

庫 

県 

開発許可 
宝塚土木事務所 

（まちづくり建築課） 
(0797)83-3212 

温泉掘削許可、温泉動力の装置許可 薬務課 (078)362-3268 

温泉採取許可、温泉利用許可等 
芦屋健康福祉事務所 

（食品薬務衛生課） 
(0797)26-8153 

芦 

 

屋 

 

市 

地区計画、屋外広告物、景観条例 

等 

まちづくり課 

（まちづくり係） 
(0797)38-2109 

芦屋市住みよいまちづくり条例等 まちづくり課（開発指導係） (0797)38-2071 

建築基準法、屋上緑化等 建築住宅課（建築指導係) (0797)38-2114 

道路整備、道路占用、交通安全施設、

道路境界、電線共同溝等 
道路・公園課（管理係） (0797)38-2062 

上水道 水道工務課（給水係） (0797)38-2154 

下水道 下水道課（維持係） (0797)38-2064 

消防水利施設 予防課（指導係） (0797)32-2345  

民  

 

間 

電力 関西電力(株)阪神営業所 0800-777-8043 

ガス 
大阪ガス(株)兵庫導管部地

域開発チーム（芦屋担当）  
(078)303-7706 

通信 

西日本電信電話(株)  局番なし 116 

(株)ジェイコムウエスト

（ケーブルテレビ） 
(0120)999-000 
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６ 応募資格等 

（１）応募者の資格 

① 提案事業者は、募集の趣旨に沿って、自ら対象土地の所有権を取得し、事業

実施者として企画・販売・施設設置及び施設運営（施設を賃貸する場合を含

む）を行う十分な資力・経験・経営力・信用及び技術的能力がある企業等（公

益法人を含む）又は共同企業体であること。 

② 提案事業者は、Ａ区画、Ｂ区画両方に応募することができる。 

③ 提案事業者の構成員は、各区画の他の提案事業者の構成員になることはでき

ない。ただし、Ａ区画とＢ区画両方に応募する場合はこの限りではない。 

（２）共同事業体の要件 

  ① 共同事業体の構成員のすべてが分譲対象物件を取得しようとする構成員で

ある必要はないが、分譲対象物件を取得しようとする者はすべてその構成員

でなければならない。 

  ② 「共同事業体に関する協定書」には、共同事業体の目的、名称、事務所、存

続期間、当該事業体を代表する企業等（以下「代表企業」という。）及び各構

成員の役割分担を定めること。 

  ③ 本事業提案競技に係る県からの連絡等は、代表企業の連絡担当者に対して 

行うことにより、構成員全員に連絡等がなされたものとみなす。 

  ④ 代表企業から県へ提出された書類及び県からの照会に対する代表企業から

の回答は、構成員全員の合意の上で提出又は回答されたものとみなす。 

（３）欠格要件 

提案事業者（共同企業体による提案の場合は構成員全員）は次の①から⑤まで

のいずれにも該当しないこと。 

  ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく兵

庫県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限に該当する者 

  ② 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者 

 ③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申し立て（旧

会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づくものを含む）又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者（ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者又は民事

再生法に基づく再生計画の認可を受けている者においては、資格を認める場

合があるため事前に相談すること。） 

  ④ 国税及び地方税を滞納している者 

 ⑤ 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴

力団、第３号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23 年

兵庫県公安委員会規則第２号）第２条の各号に規定する暴力団及び暴力団員

と密接な関係を有する者 

（４）資格確認 

応募資格確認の基準日は、応募登録の日とする。 
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（５）失格要件 

   提案事業者（共同企業体による提案の場合は構成員全員）が以下のいずれかに

該当すると県が判断した場合は、当該提案事業者は失格となる。なお、企画提

案内容の審査により事業予定者として決定した場合でも、契約締結までの間に

当該失格要件に該当すると県が判断した場合は、その決定を取り消すものとす

る。 

  ① 提案書類等に虚偽の記載があるとき。 

  ② 提案書類等に不備があり、補正が困難であるとき。 

  ③ 審査委員に対して審査における便宜を図ることを依頼する等、審査の公平性

を害する行為があったとき。 

   ④ 提案された譲受申出価格が最低譲渡価格に達していないとき。 

  ⑤ その他不正行為があったとき。 

 

７ 募集要項の公開・配布方法 

（１）公開期間 

令和６年７月 19日(金) ～令和６年 11月上旬（事業予定者決定） 

（２）配布方法 

  ① 県ＨＰからダウンロード 

【URL】https://web.pref.hyogo.lg.jp//kc03/compe-sioashiya-s1north.html  

② 事務局で配布（令和６年８月 30日（金）まで） 

事務局：兵庫県企業庁企業誘致課（兵庫県庁１号館３階） 

所在地：〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

注）土日祝日を除く上記各日の午前 10 時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く）。 

 

８ 質疑応答 

（１）資 格 

  本事業提案競技へ応募を予定する者 

（２）質疑の受付 

 ① 受付期間 

    令和６年７月 26日(金) ～ ８月２日(金) 

注）土日祝日を除く上記各日の午前 10 時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く）。 

 ② 提出先 

    事務局：兵庫県企業庁企業誘致課（兵庫県庁１号館３階） 

    所在地：〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

   ＦＡＸ：078-362-4272  E-mail：kigyoyuchi@pref.hyogo.lg.jp 

（３）質疑の方法 

 質問事項を質問書（様式１）に記入し、郵送、持参、ＦＡＸ、E-mailのいずれ
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かの方法にて行うこと。口頭や電話による質疑は受け付けない。 

なお、郵送の場合は、上記受付期間内に事務局へ必着のこと。 

（４）回答の方法 

  ・令和６年８月 15日(木)までに県のホームページに掲載する。 

【URL】https://web.pref.hyogo.lg.jp//kc03/compe-sioashiya-s1north.html  

原則として、質問者に対する個別の回答は行わない。また、回答する際に質問

者の名称は公表しない。 

・審査会所掌事項（審査基準等）に関する質問や提案等事業実施上必要と認めら

れない事項についての回答は行わない。 

・回答をもって、本募集要項の修正を行うことがある。 

 

９ 応募手続き 

（１）応募登録 

   提案事業者は、以下に定めるところにより、応募登録をしなければならない。 

①  受付期間 

令和６年８月 26日（月）～ ８月 30日(金) 

注）土日祝日を除く上記各日の午前 10 時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く）。 

  ② 受付場所 

    事務局：兵庫県企業庁企業誘致課（兵庫県庁１号館３階） 

    所在地：〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

③ 提出書類 【正本１部、副本９部】 

 注）各区画について、以下のア～キをそれぞれ提出すること。 

   ア 応募登録申込書（様式２） 

   イ 提案事業者資格誓約書 兼 確認書（様式３） 

ウ 定款又は寄付行為 

   エ 企業等の概要（会社案内、直近３か年の決算概要等） 

 オ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）又はこれに準じるもの（応募登録

前３か月以内に発行のもの） 

カ 代表者の印鑑証明書（応募登録前３か月以内に発行のもの） 

 キ 納税証明書 

   課税されている国税及び地方税について、管轄する税務署、都道府県及び

市町村が発行する、未納税額がないことの証明書 

   ※国税については、「納税証明書（その３の３）」、地方税については、都道 

府県及び市町村が発行する各証明書 

注）共同企業体で応募する場合は、上記イ～キについて、構成員全員について
提出すること。 

④ 応募登録の受付 

     応募登録しようとする者は、上記③提出書類を事前に来訪日時を連絡した上
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で事務局に持参すること。 

注）郵送による提出は受け付けない。 

⑤ 登録の辞退 

 応募登録者は登録を辞退することができる。その場合は速やかに辞退届（様

式４）により届け出なければならない。 

⑥ 登録料 

 無料とする。 

（２）提案書類等の提出 

① 資 格 

   提案書類等の提出は、応募登録者に限り行うことができる。 

②  受付期間 

   令和６年 10月４日(金) ～ 10月 11日(金) 

  注）土日祝日を除く上記各日の午前 10 時から午後５時まで（正午から午後１

時までを除く）。 

注）提案書類等の提出にあたっては期限を遵守すること。期限後の受付は一切

行わない。 

③ 提出先 

    事務局：兵庫県企業庁企業誘致課（兵庫県庁１号館３階） 

    所在地：〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

④ 提出の方法 

下記(５)の提案書類等を事前に来訪日時を連絡した上で事務局に持参する

こと。 

注）郵送による提出は受け付けない。 

  ⑤ 留意事項 

提案にあたっては現地の状況等を十分に確認してから提出すること。 

（３）提案数 

  １提案事業者につき１提案とする。 

（４）費用負担 

提案に要する費用は、提案事業者の負担とする。 

（５）提案書類等【正本１部、副本９部】 

   注）各区画について、以下の①～③をそれぞれ提出すること。 

① 提案競技申込書（様式５） 

②  譲受申出価格調書（様式６） 

③ 事業計画書（様式７） 

※事業計画書（様式７）を基本として作成を行うこと。 

※以下の表の項目に沿って最大 25ページ以内で作成すること。 

※提案書類等は、データ(PDF)を記録し、ウイルスチェックを行った USB を併

せて提出すること 
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項 目 記入内容 

１ 全体計画 【Ａ区画、Ｂ区画共通】 
（１）地域交流とにぎわいのあるまちづくり計画 

①事業スキーム 
②事業コンセプト 
③地域貢献 

（地域の魅力向上、地域のふれあい・交流の場づくり、安全安心な暮
らしづくり） 

２ 施設整備計画 【Ａ区画、Ｂ区画共通】 
（１）全体整備計画 
  ①土地利用計画（建物面積、建ぺい率、容積率、緑化率等） 
  ②施設配置計画（建物、設備、出入口、駐車場等） 
  ③その他施設整備の考え方（快適性・利便性の向上、安全性の確保等） 

注）Ａ区画は温泉設備についても記入すること 
（２）建物建築計画（構造、規模、外壁、屋根の形状、色彩等） 
  ①景観、美観への配慮 
（緑のモールや水辺空間（マリーナ地区）といった周辺環境と調和し

た、まち並みを保全するもの（広告物、掲示物についても含む）等） 
注）Ａ区画は温泉設備についても記入すること 

（３）環境への配慮 
①自然環境及び周辺環境への配慮 
（緑地、近隣施設に配慮した車・歩行者の動線、悪臭、騒音対策等） 
②省エネや再生エネルギーの活用等、地球環境に配慮した取組 
注）上記計画が説明できるよう、図面等を作成すること。 

＜図面等＞[出力時は下記スケールを目安に A3用紙に収めること] 
  ①全体鳥瞰図又は施設配置図(S=1/300程度) 
  ②建物各階平面図(S=1/200程度)、立面図(S=1/200程度) 
  ③駐車場及び動線計画図(S=1/300 程度) 
  ④建物の外観及び内観のイメージパース等 

３ 施設運営計画 【Ａ区画】 
（１）事業内容（事業メニュー及びその内容） 

①運営計画（考え方、組織図、運営者・運営方法、購買層、想定来 
客数等） 

 注）商業施設、潮芦屋げんき足湯、配湯それぞれの計画がわかるよ
う記入すること。 

（２）管理計画（考え方、管理責任・管理者等） 
  注）共同企業体の場合は構成員全員の役割を記入すること 
    注）商業施設、潮芦屋げんき足湯、配湯それぞれの計画がわかるよ

う記入すること。 
（３）安全対策・周辺対策 

①防災計画、利用者の安全対策、夜間管理等 
【Ｂ区画】 
（１）事業内容（事業メニュー及びその内容） 

①付加機能（例：銀行 ATM等 生活利便機能について記載） 
②運営計画（考え方、組織図、運営者・運営方法、購買層、想定来 
客数等） 

注）直営店、フランチャイズチェーン（ＦＣ）の別、ＦＣ店の場合は
チェーン名を明記し、合意書面の写しを提出すること。 

（２）管理計画（考え方、管理責任・管理者等） 
  注）共同企業体の場合は構成員全員の役割を記入すること 
（３）安全対策・周辺対策 

①防災計画、利用者の安全対策、夜間管理等 
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４ 資金計画 【Ａ区画、Ｂ区画共通】 
（１）事業投資計画（総事業費と公租公課等を含む内訳、資金調達方法） 

注）融資を受ける場合は金融機関名、投資を受ける場合は投資元がわ
かる書面を提出すること。 

（２）工事費概算表（調査設計費、敷地整備費、建築工事費等） 
（３）収支計画（単年） 
  ①収支・ランニングコスト明細（収入・支出項目、算定根拠等） 
   ・収入：販売収入、テナント収入、駐車場収入、余剰金運用収入、

その他収入（受取利息を含む）等 
   ・支出：売上原価、土地造成費、人件費、減価償却費、保険料、支

払利息、維持管理費 等 
（４）年度収支計画（事業年度ごとに最低 10年間の収支計画） 

５ 全体スケジュール 【Ａ区画、Ｂ区画共通】 
（１）施設開業までのスケジュール 
  注）テナントとの契約及び入居の時期等も記載すること。 
  注）施設を活かし、用途変更が生じる場合「特定建築物事前協議届」

が必要となるほか、芦屋市住みよいまちづくり条例や景観条例に
基づく協議など、特に期間を要する場合があるため、必要に応じ
て各関係機関へ問い合わせること。 

注１）事業計画書は、原則Ａ４サイズとするが、Ａ３サイズも使用可。 
注２）事業計画書下部中央に通し番号(ページ番号)をつけ、片面印刷し、Ａ４サイズ 

縦型に左側綴じで製本すること 
（Ａ３サイズの書類はＡ４サイズに片袖折りにして綴じ込む）。 

注３）Ａ区画とＢ区画の両方に応募する場合も各区画単独で成立する提案とすること 
           とし、一体利用提案は不可とする。 

④ 添付書類 

   ア 直近３か年の決算資料（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

(剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個別注記表、事業報告書等） 

  イ その他参考資料（パンフレット、事業実績等） 

注）共同企業体で事業提案する場合は、ア及びイの書類を、構成員全員に 
ついて提出すること。 

（６）提案内容の変更 

   提案書類等提出後は、誤字等を除き内容変更及び追加は、原則として認めない。 

ただし、やむを得ない事情があると県が判断した場合には、内容の変更及び追

加を認めることがある。 

（７）提案書類等の取扱い 

① 提案書類等の著作権は、提案事業者に帰属する。 

  ② 提案書類等は必要に応じて公開することがある。 

③ 提案書類等の公開に際しては、著作権者は公開することについて異議無く了

承するものとし、県に対する金銭等の請求権を一切有しないものとする。 

  ④ 提出された提案書類等は返却しない。 

 

10 事業予定者の選定 

（１）審査方法 

① 審査委員会 

提案の審査は、県が設置する審査委員会において、提出された提案書類等（事
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業計画書等）を審査基準に基づき総合的に評価する。なお審査委員会は非公

開とする。 

② 事業予定者の決定 

県は、審査委員会の審査結果を踏まえ、総合評価が最も高かった者を事業予

定者として、次の者を次順位事業予定者として決定する。 

③  その他 

ア 審査の結果、総合評価が６割未満の場合、事業予定者及び次順位事業予定

者として決定しない。 

   イ 提案事業者が一者の場合についても審査を行う。 

（２）審査項目  

審査項目 審査内容 

１ 全体計画 事業スキーム、事業コンセプト 
地域貢献 
（地域の魅力向上、地域のふれあい・交流の場づくり、

安全安心な暮らしづくり） 

２ 施設整備計画 全体整備計画 

建物建築計画（景観・美観への配慮を含む） 

環境への配慮 

３ 施設運営計画 事業内容 

管理計画 

安全対策・周辺対策 

４ 資金計画 事業投資計画の健全性・確実性 

収支計画 

５ 全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ 施設開業までのスケジュール 

６ 譲受申出価格 申出価格 

 

（３）事業予定者の決定 

① 結果通知 

審査結果については、書面により全ての提案事業者（代表企業）に、令和６

年 11月上旬（予定）に通知する。 

② 公 表 

提案事業者数並びに事業予定者の名称及びその提案内容（会社概要を含む）

の概要を公表する。 

③ 異議等への対応 

事業予定者の決定理由並びに審査結果に関する問い合わせ及び異議等につ

いては一切受け付けない。 
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11 契約手続き等 

（１）事業実施計画の策定 

事業予定者の決定後、当該予定者は、提案した全体計画、施設整備計画、施設

運営計画等について県と協議を行い、必要に応じて修正を加えた事業実施計画

を策定し、県の承認を得ること。   

（２）土地等譲渡契約の締結  

① 事業予定者は、県が事業実施計画を承認した後、速やかに県と土地等譲渡契

約を締結すること。 

② 契約書に貼付する収入印紙税は、事業予定者の負担とする。 

③ 事業予定者は、契約の締結をもって事業実施者となる。 

（３）土地等譲渡契約の解除等 

 提出された提案書類等に虚偽の内容等があると県が判断した場合は、事業予定

者決定後又は契約締結後においても、県は事業予定者の決定を無効又は土地等

譲渡契約の締結を解除することができるものとする。なお、この決定の無効又

は契約締結の解除に伴い、事業予定者若しくは事業実施者又は第三者に損害を

与えても、県はその責めを負わない。 

（４）土地等代金の支払い 

事業実施者は、土地等譲渡契約締結時に土地代金の 10%以上を契約保証金とし

て県に支払うとともに、残りの土地代金を県が指定する期日までに支払うこと。 

（５）土地等の引渡 

  ① 分譲対象物件の構造物（Ｐ２ ４（２）参照）は、現状有姿とする。 

② 県は土地代金の完納を確認後、管轄法務局において、事業実施者へ所有権移

転登記を行う。 

③ 所有権移転登記に係る登録免許税は、事業実施者の負担とする。 

 

12 その他の事項 

本募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、事務局の指示に従うこ

と。 
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資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料１）位置図 

【広域】 

【潮芦屋全体】 
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土地の所在 芦屋市海洋町 2-18,4-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（資料２）地積測量図・公図 
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土地の所在 芦屋市海洋町 2-18,4-18 

 

 

 

 

 

  
 

Ａ区画 

Ｂ区画 

約 7ｍ 



 
 

 

 

- 21 - 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料３）航空写真 
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ボーリング調査位置平面図 

（資料４）ボーリング調査資料 

分譲対象地 

ボーリング箇所 
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調査年月日：平成 16 年２月４日 


